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１ 県立職業能力開発施設の在り方ビジョン策定の趣旨 

 

（１）策定の趣旨 

 

○ 山梨県では、技術者の育成と技能の向上を目的として、４箇所の県立職業能力開

発施設で、職業能力開発促進法に基づく各種の職業訓練を実施し、職業に必要な労

働者の能力を開発、向上させるための職業能力開発に取り組んでいます。 

職業能力開発短期大学校である「産業技術短期大学校」（甲州市）では、高度職

業訓練を、職業能力開発校である「都留高等技術専門校」（都留市）、「峡南高等

技術専門校」（増穂町）並びに「就業支援センター」（甲府市）では、普通職業訓

練を実施しています。 

 

○ この他、県内では、（独）雇用・能力開発機構が運営する山梨センター（以下、

「ポリテクセンター山梨」と言う。）で、離転職者や在職者を対象とした短期間の

職業訓練が実施されています。 

 

○ 近年、産業構造の変化や景気の低迷、少子化の進行や大学進学率の高まりなど、

職業能力開発を取り巻く社会経済情勢が大きく変化している中で、ものづくりの現

場を担う技術者には、新技術への対応、問題解決能力など、より高い専門能力が求

められています。 

こうした中、県立職業能力開発施設においては、定員を充足しない訓練科の存在

などの課題がある一方で、産業界などからは、本県産業を支える技術系人材の育成

を図るための県立職業能力開発施設の役割について、大きな期待が寄せられていま

す。 

 

○ また、都留高等技術専門校と峡南高等技術専門校では、一部施設、設備の老朽化

が進み、多様化、高度化したニーズに応えられないなどの状況があり、また、県の

耐震改修促進計画において耐震改修も必要とされるなどの課題があります。 

 

○ こうした社会経済情勢の変化、施設の現状及び課題や、関連する他の教育訓練機

関の状況等を踏まえ、県立職業能力開発施設について、現行体制の見直しを行い、

時代の変化や県内産業界のニーズに、より的確に対応した効果的、効率的な職業能

力開発の推進体制づくりを目指して、県立職業能力開発施設が実施する訓練内容や、

施設の整備などに関する基本的な方針を示した「県立職業能力開発施設の在り方ビ

ジョン」（以下、「在り方ビジョン」と言う。）を策定しました。 
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（２） 在り方ビジョンの対象期間 

 

○ 在り方ビジョンの対象期間は、平成２２年度から平成２７年度までの６年間と 

します。 

 

 

○ 対象期間内では、平成２５年度から新たな推進体制がスタートすることを想定

して、平成２４年度までの３年間を新体制構築期間とし、平成２５年度から２７

年度までの３年間を新体制実施評価期間として具体的な取り組みを進めていき

ます。 

 

 

○ また、都道府県の職業能力開発施策の推進にあたっては、職業能力開発促進法

に基づき職業能力開発計画を策定することになります。 

現在は、平成１８年度から平成２２年度までを計画期間とする「第８次山梨県

職業能力開発計画」の期間中ですが、次期計画である「第９次山梨県職業能力開

発計画（以下、「第９次計画」と言う。）」の策定にあたっては、計画期間を平成

２３年度から平成２７年度までの５年間と想定していることから、この「第９次

計画」に在り方ビジョンが示す取り組みを盛り込んでいきます。 

 

 

 

（３）在り方ビジョンに沿った施策の進捗管理 

 

○ 「第９次計画」に盛り込まれた新たな推進体制に沿って各年度の「職業能力開

発実施計画」を策定し、実施状況を評価することにより、その進捗状況の管理を

行っていきます。 

 



 

 3 

 

２ 職業能力開発を取り巻く社会経済情勢の変化 

 

（１） 少子化の進行と大学進学率の高まり 

 

○ 本県の人口は、平成１３年をピークに減少し、平成２１年１０月の総人口は

８６９，１３２人と、前年と比較すると約３，６００人減少しています。 

 また、０歳～１５歳未満の年少人口は、昭和６０年には総人口の２０．８％を

占めていましたが、平成１７年には１２７，６２７人となり総人口に占める割合

は１４．４％に低下しています。 

 

年齢３区分による山梨県の人口

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

S50 55 60 H2 7 12 17

65歳以上

15～65歳未満

0～15歳未満

人

年

出典：国勢調査

20.8％

14.4％

山梨県の人口推移
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○ 県内の中学校卒業見込者数は、平成２５年までは穏やかに減少するものの、

その後は急速に減少し、平成３２年には、平成２０年より１，７００人程度減

少することが見込まれています。 

 

中学校卒業（見込）者数
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○ 高等学校卒業者の進路状況では、全卒業者に占める大学等進学者の割合は

年々上昇し、平成２０年３月の卒業生では、５７．６％となっています。 

 

    

大学等進学者の割合の推移
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出典：山梨県教育統計調査
       

 

○ こうした少子化の進行や大学進学率の高まりが、今後の職業能力開発施設の

定員充足に、大きな影響を与えることが考えられます。 

 

 

（２） 機械電子工業に比重が高い産業構造 

 

○ 経済活動別県内総生産では、製造業が２６．１％と最も高く、県全体の  

１／４を占めています。 

 

              

経済活動別県内総生産

26.1%
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出典：H18年度県民経済計算年報
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○ 平成１９年工業統計調査では、本県の製造品出荷額等は約２兆７，５１３億

円で、このうち機械電子工業が約２兆１千億円と約７７％を占めています。 

内訳を見ると、一般機械器具製造業が約７，０８７億円、電気機械器具製

造業が約４，２２２億円、電子部品・デバイス製造業が３，３９３億円、情

報通信機械器具が１，６６９億円などと、機械・電子工業の比重が高い産業

構造となっています。 

 

    

産業別製造品出荷額等の構成比
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輸送機
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出典：H19工業統計調査
 

 

 

○ 機械電子工業に係る地域別の比率をみると、事業所数では、国中地域が 

６５．７％、富士北麓・東部地域が３４．３％、従業員数では、同７４．２％、

２５．８％、製造品出荷額では、同７１．８％、２８．２％と、いずれも富士

北麓・東部地域が約３割を占めており、一定の機械電子産業の集積がみられる

状況となっています。 

     

数 割合 数（人） 割合 額（万円） 割合
国中地域 1,585 65.7% 60,484 74.2% 197,569,803 71.8%
富士・東部地域 829 34.3% 20,992 25.8% 77,566,139 28.2%
山梨県 2,414 100.0% 81,476 100.0% 275,135,942 100.0%

出典：H19工業統計調査　（従業員４人以上の事業所）

事業所 従業者 製造品出荷額等

 

 

（３） 技術系人材の不足 

 

○ 平成１６年に県が実施した「山梨県専門職種別労働者需給状況調査」では、

専門技術者及び技能工・生産工の推計不足率が５．５％と最も高くなってい

ます。 
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推計不足数（人） 推計在職者数（人） 不足率
管理・監督者 1,107 31,835 3.5%
専門技術者 1,605 29,192 5.5%
技能工・生産工 2,859 51,681 5.5%
総務・経理等事務従事者 486 21,546 2.3%
販促・販売従事者 1,892 60,095 3.1%
サービス業従事者 619 24,083 2.6%
運輸・通信従事者 212 8,222 2.6%
その他 555 9,524 5.8%
合計 9,335 236,178 4.0%

８職種区分別労働者不足状況

出典：山梨県専門職種別労働者需給状況調査（H16.10）  

 

○ また、平成２０年７月に、県が県機械電子工業会及び県情報通信業協会の

会員企業約３００社の協力を得て実施したアンケート調査では、採用にあた

っての課題・問題点として、技術系人材の確保が困難との回答が寄せられて

います。 

 

 

（４） 労働者に求められる職業能力の多様化・高度化 

 

○ 上記アンケート調査において、採用にあたって重視する事項に対する回答で

は、基礎学力や専門能力以外に、積極性やチャレンジ精神、コミュニケーショ

ン力、問題を発見し解決する能力などがあげられています。 
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出典：H20.7　企業アンケート調査（山梨県）

※その他回答を除く
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○ 日本経団連教育問題小委員会が、技術系人材を採用する立場から、大学等

に対して人材育成の点で何を期待するかについての企業アンケート調査結果

では、専門性と問題解決能力の両方を併せ持つ柔軟性のある人材を求めてい

る状況が報告されています。 

 

専門分野の知識を学生にしっかり身に付けさせること

知識や情報を集めて自分の考えを導き出す訓練をすること

専門分野に関連する他領域の基礎知識も身につけさせること

理論に加えて、実社会とのつながりを意識した教育を行うこと

チームを組んで特定の課題に取り組む経験をさせること

国際コミュニケーション能力、異文化理解能力を高めること

実践重視の実務に役立つ教育を行うこと

教養教育を通じて学生の知識の世界を広げること

ディベート、プレゼンテーションの訓練を行うこと

専門知識を学ぶ目的を理解させるためのプログラムをもつこと

職業観醸成につながるプログラムを持つこと

その他

　　　※回答数520社　３つまで複数回答可能

　　　　　　　　　出典：日本経団連教育問題委員会「企業の求める人材像についてのアンケート結果」（平成16年11月）

人材育成で期待するもの（技術系人材）

0 100 200 300 400

 

 

 

（５） 厳しい経済状況下での企業の職業能力開発の低下 

 

○ 事業主や団体等が従業員に対して行う職業訓練で、職業能力開発促進法に

定める基準に適合しているものを「認定職業訓練」として知事が認定し、そ

の職業訓練に要する経費の一部補助する制度があります。 

 企業内の職業能力開発を行うことは、職業能力開発促進法で事業主の責務

とされていますが、近年は中小企業等の経営が厳しいことから、こうした職

業訓練に要する経費の確保が難しく、職業訓練の廃止や休止を行う企業が増

加し、制度の利用が少なくなっています。 

 

認定職業訓練実績状況

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
訓練校数 ２７校 ２１校 １８校 １８校
訓練生数 ２，２４６人 １，７９３人 １，５６５人 ２，１１４人  
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（６） 雇用のミスマッチの拡大 

 

○ 内閣府の平成２１年１２月の月例経済報告では、景気の基調判断を「景気は、

持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然とし

て厳しい状況にあるものの、このところ持ち直しの動きが見られる」としてい

ます。 

 

○ 山梨労働局調査の平成２１年１１月の有効求人倍率は０．４３倍と、過去最

低水準であった８月に比較してわずかながら改善してきていますが、依然とし

て、厳しい状況にあります。 

 

有効求人倍率（年度平均）
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月間有効求人倍率（季節調整値）
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○ 平成２１年１１月の職業別の求人・求職の状況を見ると、専門的・技術的職

業と保安の職業において有効求人倍率は１倍を超えていますが、他の職業では

低い値となるなど、求人企業と求職者のニーズが一致しない、いわゆる職種、

業種のミスマッチが生じています。 

 

 職業別有効求人倍率
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３ 県立職業能力開発施設の現状と課題 

 

（１）県立職業能力開発施設及び関係教育訓練機関の概要 

 

ア 県立職業能力開発施設の変遷 

 

○ 産業技術短期大学校は、平成５年８月に、甲府市塩部にあった総合能力開

発センターと高等技術専門校を、当時の塩山市上於曽（現甲州市）に移転し、

その後、平成１１年４月に再編整備して、職業能力開発短期大学校として開

校したものです。 

 

○ 都留高等技術専門校は、都留技能専門学校を、昭和４６年４月に、現在の

都留市小形山に新築移転しました。 

 

○ 峡南高等技術専門校は、峡南職業訓練所を、昭和４２年５月に、現在の増

穂町青柳に新築移転したもので、昭和６３年１０月には自動車整備科の実習

棟を改築しています。 

 

○ 就業支援センターは、平成６年１０月に、婦人労働開発センターとして甲

府市塩部に新築移転したものを、婦人労働開発センターの廃止に伴い、平成

１４年４月に職業能力開発校として開所しました。 

 

イ その他の職業能力開発施設 

 

○ ポリテクセンター山梨は、昭和３５年４月に、現在の甲府市中小河原に庁

舎移転した山梨総合職業訓練所を、昭和３６年４月に（独）雇用・能力開発

機構の前身である雇用促進事業団に移管し、その後、山梨総合高等職業訓練

校と名称変更し、昭和５８年４月に、山梨技能開発センターが併設されまし

たが、昭和６１年１０月に、山梨総合高等職業訓練校は廃止され、山梨技能

開発センターのみとなりました。山梨技能開発センターは、平成５年４月に、

山梨職業能力開発促進センターと名称変更されました。 
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ウ 訓練委託先としての民間教育訓練機関等 

 

 ○ 県やポリテクセンター山梨では、各施設内で実施する職業訓練の他に、専

門学校などの民間教育訓練機関等に委託して実施しています。 

これは、主に国（厚生労働省）からの委託事業として実施するもので、訓

練コースとしては、介護・福祉分野、ＩＴ分野が多く、他に経理事務や調理

などに関するコースを設けています。 

 

エ 専門学校 

 

○ 専門学校は、平成１７年度の数値では、全国で３，４３５校（国立１１校、

公立２０６校、私立３，２１８校）、生徒数は約７０万３千人（男子約３２

万３千人、女子約３８万人）となっています。 

生徒数を分野別にみると、最も多いのが「医療関係」で２１万８千人（全

生徒数の３０．９％）、次いで「文化・教養関係」１５万人（同２１．４％）、

「工業関係」９万５千人（同１３．６%）、「衛生関係」８万８千人（同 

１２．５％）の順となっています。 

 

○ 本県には、現在、医療系、情報工学系の専門学校はあるものの、機械・金

属等に特化した専門学校は設置されていません。 

また、工業系の専門課程を備えた大規模な専門学校が都内（東京工学院専

門学校など）、八王子市（日本工学院八王子専門学校など）等に立地してお

り、特に、富士北麓・東部地域からは通学範囲にあることから、多数の高校

生が進学しています。 
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（２）県立職業能力開発施設の状況 

 

ア 産業技術短期大学校 

 

○ 主に新規学卒者を対象とした専門課程（２年間）の４科（生産技術科、電

子技術科、観光ビジネス科、情報技術科）と、在職者を対象とした職業訓練

として、専門短期課程の能力開発講座及び短期課程の能力開発講座を実施 

しています。 

 

○ 高度な技術者を育成することを目的として工業系高等学校との連携を推

進していますが、平成２０年度に「産業技術短期大学校と工業系高等学校と

の連携推進検討会」において検討を行った結果、平成２１年度から産業技術

短期大学校教員が 総合学科高校で講義の一部を受け持つなどの連携策を

実施しています。 

 

イ 都留高等技術専門校 

 

○ 主に高等学校卒業者を対象とした普通課程（１年間）の２科（ＯＡビジネ

ス科、電気システム科）と、離転職者を対象とした２ヶ月から６ヶ月の短期

課程４科（機械科、服飾科、家屋営繕科、パソコン科）及び在職者等を対象

とした短期課程の能力開発講座を、施設内において実施しています。 

 

○ なお、平成２１年度においては、国の委託事業として、離転職者を対象と

した３ヶ月の短期訓練（介護、ＩＴなど７科）を、民間教育訓練機関に委託

して実施しています。 

 

ウ 峡南高等技術専門校 

 

○ 主に高等学校卒業者を対象とした普通課程の２科（自動車整備科（２年

間）、建築科（１年間））と、離転職者を対象とした５ヶ月から６ヶ月の短

期課程３科（造園科、服飾科、内装リフォーム科）及び在職者等を対象とし

た短期課程の能力開発講座を、施設内において実施しています。 

 

○ なお、平成２１年度においては、国の委託事業として、離転職者を対象と

した３ヶ月から６ヶ月の短期間の職業訓練（ＩＴ関連６科）を、民間教育訓

練機関に委託して実施しています。 
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エ 就業支援センター 

 

○  離職者を対象とした３ヶ月から６ヶ月の短期課程４科（福祉サービス科、

総合ビジネス科、パソコン応用科、総合事務科）と、在職者等を対象とした

短期課程の能力開発講座を、施設内で実施しています。 

また、離転職者を対象とした１ヶ月から９ヶ月の短期課程（農業科、調理

科、ＯＡビジネスコースなど）を、民間教育訓練機関等に委託して実施して

います。 

 

○ 障害者を対象とした職業訓練として、１年間の短期課程１科（総合実務科）

を施設内で実施するとともに、１ヶ月から３ヶ月の短期課程（パソコン基礎

コース、ビジネスソフト実務コース、介護サービスコースなど）を民間教育

訓練機関等に委託して実施しています。 

 

 

○ なお、平成２１年度には、国の委託事業として、離転職者を対象とする３

ヶ月から２４ヶ月の職業訓練（介護関連など１１科）を、民間教育訓練機関

等に委託して実施しています。 
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   県立公共職業能力開発施設の状況 

利用時間・

休業日

主な施設内容

建設費等

教室数50室　総席数
1,481席
視聴覚室1室134席
講堂　127席
会議室2室　総席数150
席

○入学検定料18,000円
　 授業料381,700円
          （年額）
   入学料169,200円
          （県内出身者）
　 　　　 　282,000円
          （県外出身者）

○在職者対象訓練
   1コース2,100円
  （一部のコースは1,000
円）
　＊専門短期課程は
       3,200円～8,100円

休業日

国民の祝日に関する法
律に規定する休日
日曜日及び土曜日
1月2～3日及び12月29
日～31日
短期大学校創立記念日
6月1日

利用時間

8:30～17:30（ただし、夜
間の在職者訓練実施日
は～21:00）

教室数7室　総席数170
席
実習室5室　総席数135
席
会議室　2室　総席数60
席

教室数6室　総席数100
席
実習室3室 （自動車整備
科等は立って実習するた
め席数なし）
視聴覚室1室40席

教室4室　総席数120席
実習室2室　総席数30席

直営

8:30～17:30（ただし、夜
間の在職者訓練実施日
は～21:00）

国民の祝日に関する法
律に規定する休日
日曜日及び土曜日
1月2～3日及び12月29
日～31日
11月10日（技能の日）

国民の祝日に関する法
律に規定する休日
日曜日及び土曜日
1月2～3日及び12月29
日～31日
11月10日（技能の日）

国民の祝日に関する法
律に規定する休日
日曜日及び土曜日
1月2～3日及び12月29
日～31日
11月10日（技能の日）

8:30～17:30（ただし、夜
間の在職者訓練実施日
は～21:00）

8:30～17:30（ただし、夜
間の在職者訓練実施日
は～21:00）

○普通課程及び短期課
程（離転職）は無料
○在職者対象訓練
　　1コース　2,100円
　　（一部のコースは
              1,000円）

○普通課程及び短期課
程（離転職）は無料
○在職者対象訓練
　　1コース　2,100円
　　（一部のコースは
              1,000円）

○短期課程（離転職、障
害者訓練を含む）は無料
○在職者対象訓練
　　1コース　2,100円
　　（一部のコースは
              1,000円）

管理運営形態 直営 直営 直営

利用料金

用地費（補償費含む）93
百万円（婦人労働開発
センターから移管）
建設費（設計、造成、外
構工事等含む）420百万
円（婦人労働開発セン
ターから移管）

用地費（補償費含む）
1,792百万円
建設費（設計、造成、外
構工事費含む）1,389百
万円

用地費（補償費含む）
112百万円
建設費（設計、造成、外
構工事等含む）110百万
円

建設費（設計、造成、外
構工事等含む）91百万
円

鉄筋コンクリート　地上2
階　延べ床面積999.7㎡

建物規模

鉄筋コンクリート4階建2
棟、2階建1棟、1階建3
棟、鉄筋1棟　延べ
10,412㎡

鉄筋コンクリート　3階建
延べ床面積2,941㎡

鉄筋コンクリート　3階建
延べ床面積　3,560㎡

職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号）
第16条第1項

敷地面積（所有者）
45,936㎡（県有地） 9,080㎡（県有地） 11,901㎡（県有地）（うち

造園科実習地4,602㎡）
2,340㎡（県有地）

設置根拠（法律、条例等

職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号）
第16条第2項

職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号）
第16条第1項

職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号）
第16条第1項

平成14年4月1日（県立
婦人労働開発センター
から移管）

所在地
山梨県甲州市塩山上於
曽1308

山梨県都留市小形山1 山梨県南巨摩郡増穂町
青柳町3492

山梨県甲府市塩部4丁
目5-28

設置年月日（改築年月日等

平成11年4月1日 昭和33年7月1日（昭和
46年6月7日から現校
舎、平成5年12月～6年3
月改修）

昭和33年7月1日（昭和
42年5月20日から現校
舎）

産業技術短期大学校 都留高等技術専門校 峡南高等技術専門校 就業支援センター
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公共職業能力開発施設（県立施設及びポリテクセンター山梨）の配置 

 

①　産業技術短期大学校
　 〒404-0042　甲州市塩山上於曽1308　TEL 0553-32-5200
②　都留高等技術専門校

〒402-0006　都留市小形山１ TEL 0554-43-8911
③　峡南高等技術専門校
　 〒400-0501　南巨摩郡増穂町青柳町3492TEL 0556-22-3171

④　就業支援センター
〒400-0026　甲府市塩部4-5-28 TEL 055-251-3210

⑤ （独）雇用･能力開発機構山梨センター（ポリテクセンター山梨）
〒400-0854　甲府市中小河原町403-1 TEL 055-241-3218

⑤

③南巨摩郡

北都留郡

北巨摩郡

南都留郡

南都留郡

峡南高等技術専門校

④

就業支援センター （独）雇用・能力開発機構山梨センター
　　　　（ポリテクセンタ－山梨）

産業技術短期大学校

①

都留高等技術専門校

②
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（３）訓練課程の内容 

 

○ 県立職業能力開発施設では、次の課程の職業訓練を実施しています。 

  

短期課程短期課程短期課程短期課程        

施施施施    設設設設    名名名名    

    

専門専門専門専門課程課程課程課程    

    

普通普通普通普通課程課程課程課程    離転職者離転職者離転職者離転職者訓練訓練訓練訓練    在職者在職者在職者在職者訓練訓練訓練訓練    

産業技術短期大学校産業技術短期大学校産業技術短期大学校産業技術短期大学校    ○○○○            ○○○○    

都留高等技術専門校都留高等技術専門校都留高等技術専門校都留高等技術専門校        ○○○○    ○○○○    ○○○○    

峡南高等技術専門校峡南高等技術専門校峡南高等技術専門校峡南高等技術専門校        ○○○○    ○○○○    ○○○○    

就業支援就業支援就業支援就業支援センターセンターセンターセンター            ○○○○    ○○○○    

 

ア 専門課程 

 

○ 産業技術短期大学校の専門課程は、主に高等学校卒業者を対象とした２年 

間の高度職業訓練で、卒業生は地元産業界から高い評価を受け、開校以来、  

全学科で１００％の就職率を保持しています。 

 

専門課程の入学・就職状況 

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

出願
者数

入校
者数

県内
就職
率％

8479100合計 107

就職率は、いずれも１００％

89 95 90

27

22

31

98

13

18

21

27

17

19

21

32

２０年度入学生

定員科名

１６年度入学生 ２１年度入学生

100.0

88.2

84.6

100

１７年度入学生 １８年度入学生 １９年度入学生

100

94.7

30

生産技術科

電子技術科

観光ビジネス科

情報技術科

20

30

20

21

19

26

41

89.6

86.4

85.7

88.9107

24

30

14

19

94.7

79.2

18

23

18

23

22

27

19

32

24

29

68.4

21

29

18

88.6

21

21

29

36 87.5 92.3

85

100

100

24

21

25

33

11

21

11

22

29

47

25

41

1269886103 90.7

    

専門課程の求人状況 

卒業
者数

就職
希望者

求人
倍率

卒業
者数

就職
希望者

求人
倍率

卒業
者数

就職
希望者

求人
倍率

卒業
者数

就職
希望者

求人
倍率

71 5.1279 75 4.69 723.88 84 81 4.12合計 84 77

263.17 28 28 3.43情報技術科 28 5.7324 24 4.04 2624

19 3.1120 20 2.65 202.74 22 22 2.41観光ビジネス科 20 19

15 9.4721 18 5.44 15

5.12 16 13 7.46

電子技術科 18 17

生産技術科 18 17

4.94 18 18 4.89

１９年度卒業生 ２０年度卒業生
科名

１７年度卒業生 １８年度卒業生

15.9114 13 8.00 1111
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イ 普通課程 

 

○ 普通課程は、主に高等学校卒業者を対象とした期間が１年間または２年間の

普通職業訓練ですが、近年は、自動車整備科を除いて、応募者数が定員を下ま

わる状況になっています。 

 

○ 現在は、若年人口が減少する中で、高等学校の新規学卒者の入校者が減少 

し、技能習得のために大学、短大などを卒業した後に入校する者や、若年離転

職者が増加傾向にあります。 

平成１６年度から平成２１年度までの入校生の履歴を見ると、定員合計の 

４８０人中、入校生は３３８人に止まり、全体の約４０％が既卒者となってい

ます。また、高等学校の新規学卒者が大多数を占める自動車整備科を除くと、

入校生の約５５％が既卒者で、既卒者の９７％は若年離転職者です。 

 

普通課程の入校・就職状況

応募
者数

入校
者数

就職
率

応募
者数

入校
者数

就職
率

応募
者数

入校
者数

就職
率

応募
者数

入校
者数

就職
率

応募
者数

入校
者数

就職
率

応募
者数

入校
者数

就職
率

18 16 16 15 20 17

(11) (6) (4) (9) (10) (4)

10 10 6 8 9 16

(4) (4) (2) (4) (4) (6)

28 26 22 23 29 33

(15) (10) (6) (13) (14) (10)

20 20 20 20 21 22

(17) (16) (17) (18) (17) (18)

13 10 8 5 9 9

(11) (8) (4) (3) (5) (7)

33 30 28 25 30 31

(28) (24) (21) (21) (22) (25)

61 56 50 48 59 64

(43) (34) (27) (34) (36) (35)

自動車整備科は２年課程のため、総定員は100人

（　）内は新卒者の内数

9

27

54

81 97.7

68

97

80.0

21

6

45100.0

95.7

100.0

100.0

100.0

100.0

83.3

95.8

97.8

95.5

54.5

81.8

85.5

56

12

80合計

19

11

74

18

30

92

122

小計

20

40

ＯＡビジネス科

電気システム科

小計

20

20

40

20

都留高等
技術専門

校

峡南高等
技術専門

校

自動車整備科

建築科

84.6

100.0

90.9

100.0

100.0

100.0

18

11

29

校名

１６年度 １７年度 １８年度

定員科名

２１年度

18 100.0 26 88.2 23

12 75.0

１９年度 ２０年度

15

26 100.0 38 84.0 38

8 100.0

38 100.0 43 100.0

48

5 100.0 9 71.4

39

9

86

43 100.0

69 100.0 90 88.5

52 92.6

    

 

ウ 離転職者訓練 

 

○ 短期課程の普通職業訓練である離転職者を対象とした職業訓練には、職業 

能力開発施設内で行う職業訓練と、民間教育訓練機関などに委託して行う職業

訓練があり、いずれも受講料は無料です。 

 

○ 職業能力開発施設内で行う離転職者訓練には、機械科、服飾科、家屋営繕 

科、内装リフォーム科など、入校者が定員に満たない場合が多い訓練科が存在

することから、求人ニーズなども考慮しながら訓練科の見直しが必要となって 

います。 
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○ また、離転職者訓練は、再就職を迅速かつ効果的に行うため、必要に応じて

他の適切な施設に委託して実施できるものとされていることから、本県で 

は、緊急離転職訓練として、平成１１年度から民間教育訓練機関等に委託して

実施しています。 

平成２０年秋以降の雇用情勢の悪化に対応するため、介護分野、ＩＴ分野な

どを中心に、平成２１年度は、定員を４９５名に大幅に増やして順次実施して

います。 

 

離転者職訓練の入校・就職状況 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

定員
応募
者数

入校
者数

就職
率

定員
応募
者数

入校
者数

就職
率

定員
応募
者数

入校
者数

就職
率

定員
応募
者数

入校
者数

就職
率

定員
応募
者数

入校
者数

就職
率

機械科 ６か月 20 14 12 70.0 10 8 8 60.0 10 9 8 62.5 20 10 9 85.7 20 11 10 60.0

服飾科 ６か月 30 31 26 57.7 30 26 24 69.6 30 27 23 60.9 30 24 21 90.5 30 19 16 93.4

家屋営繕科 ６か月 10 10 9 62.5 10 12 11 72.7 10 13 9 50.0 10 9 6 16.7 10 7 6 16.7

ﾊﾟｿｺﾝ科（～H13ﾜｰﾌﾟﾛ科） ２か月 20 20 16 40.0 20 20 17 37.5 20 22 14 71.4 20 40 22 71.4 20 39 20 40.0

小       計 80 75 63 55.9 70 66 60 60.0 70 71 54 62.3 80 83 58 74.5 80 76 52 56.9

造園科 ６か月 30 63 35 75.8 30 66 35 73.5 30 49 35 76.5 30 45 33 80.6 30 45 33 57.6

服飾科 ６か月 30 34 25 95.7 30 40 25 91.7 30 32 24 78.3 30 20 19 88.9 30 22 21 90.5

建設施工科 ５か月 15 9 8 42.9

内装リフォーム科 ５か月 10 6 10 88.9 10 10 9 88.9 10 6 6 75.0 10 4 4 50.0 10 8 8 62.5

小        計 85 112 78 80.6 70 116 69 83.6 70 87 65 77.0 70 69 56 81.1 70 75 62 69.4

福祉サービス科 ６か月 40 114 40 94.4 40 106 38 94.4 40 78 38 97.2 40 72 38 76.3 40 64 38 77.2

パソコン応用科 ３か月 40 41 32 66.7 40 39 31 84.0 40 41 37 86.5 40 46 36 68.6 40 48 36 46.9

総合ビジネス科 ４か月 30 30 25 77.3 30 27 24 71.4 30 30 25 90.5 30 30 24 71.4 30 45 31 63.3

パソコン基礎科 １か月 20 59 20 72.2 20 67 20 66.7 20 49 20 80.0

総合事務科 ３か月 20 31 20 90.0 20 42 20 85.0

小        計 130 244 117 79.2 130 239 113 87.2 130 198 120 89.9 130 179 118 80.2 130 199 125 66.7

295 431 258 73.8 270 421 242 79.2 270 356 239 79.8 280 331 232 79.0 280 350 239 65.2

平成１９年度以前の就職率は訓練修了１年後の数値
平成２０年度の就職率は平成２１年６月末の数値で、いずれも訓練修了後１年未満

峡
南
高
等
技
術
専
門
校

就
業
支
援
セ
ン
タ
｜

合       計

校
名

科名
訓練
期間

都
留
高
等
技
術
専
門
校

    

 

エ 在職者訓練 

 

○ 企業で働く労働者を対象に、労働者の職業能力の向上を図るための多様な 

職業訓練を、短期間（概ね数日～数週間）実施し、訓練内容・期間に応じた受

講料を徴収しています。 

 

○ 在職者訓練は、職業訓練の質の程度により、高度職業訓練と普通職業訓練に

分けられます。約２，５００名の定員に対し、２，１００人以上の受講者があ

り、受講率は９割を超えています。 

 

○ 労働者に求められる技術が高度化し、専門化が進むなかで、在職者訓練の需 

要は高く、学習意欲も高いことから、在職者等に対する技能向上の機会を引き 
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続き提供することが重要です。 

 

○ 産業技術短期大学校を中心に実施している、企業などの要望に基づき訓練 

内容を設定するオーダーメイド型訓練や、専門短期課程などの高度な訓練の 

充実と併せて、各地域で身近に受講できる職業訓練を確保することが必要と 

なっています。 

 

在職者訓練の実施状況 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成１9年度 平成20年度

コー
ス数

定員
受講
者数

コー
ス数

定員
受講
者数

コー
ス数

定員
受講
者数

コー
ス数

定員
受講
者数

コー
ス数

定員
受講
者数

産業技術短期大学校 35 580 575 32 570 597 33 580 641 31 580 551 33 570 537

都留高等技術専門校 27 540 500 27 540 503 27 540 407 27 540 439 27 530 440

峡南高等技術専門校 21 570 525 21 570 533 21 570 510 21 570 467 17 530 427

就業支援センター 34 785 784 35 780 743 34 780 692 33 780 707 35 774 706

合計 117 2,475 2,384 115 2,460 2,376 115 2,470 2,250 112 2,470 2,164 112 2,404 2,110 

 

 

（４）県立職業能力開発施設の課題 

 

ア 企業ニーズの変化 

 

○ 産業技術短期大学校の卒業生は、開校以来、全学科で１００％の就職率を保

持していますが、企業の求人ニーズは変化しており、今後とも、企業が求める

優れた人材を育成するための訓練内容としていく必要があります。 

特に、生産技術科など機械システム系に対する製造業からの求人は多く、募

集しても採れない企業からの要望もあることから、「専門課程」については、

定員規模も含めた訓練内容の見直しを検討する必要があります。 

 

○ 「普通課程」、「短期課程」については、企業ニーズの変化に伴い、求人状

況が職種や業種によって大きく変化してきており、このため、訓練科によって

は、訓練職種や関連職種への就職が困難になるなど、求人と職業訓練にミスマ

ッチが生じており、求人状況を踏まえ、訓練科の改廃や委託訓練への移行など、

訓練内容の見直しを行う必要があります。 
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○ なお、訓練内容の見直しに当たっては、特に、離転職者を始め在職者など

幅広い層の職業訓練ニーズへの対応を目的とする「短期課程」については、 

セーフティネット機能も有していることから、他の職業能力開発施設や民間

教育訓練機関における実施状況や必要性などについて考慮する必要がありま

す。 

 

 

イ 定員割れ訓練科の増加 

 

○ 平成２１年度において入校生は増加しましたが、ここ数年、少子化の進行や

大学進学率の高まりなどにより、「普通課程」及び「専門課程」の入校生数は

減少傾向にあり、また、訓練科により定員充足率に差があります。 

 

○ 平成２０年に、県や教育委員会が高校生や中学生及びその保護者を対象に 

行ったアンケート調査では、県立職業能力開発施設の存在を知らないとの回答

が７割を超えるなど、認知度も低い状況となっています。 

 

○ こうした中、職業能力開発施設への入校を促進するためには、訓練内容など

について十分な周知を行うとともに、希望する職業への就職という求職ニーズ

に対応した学科再編も視野に入れながら訓練科の見直しを行う必要がありま

す。 

 

○ なお、学科再編に当たっては、ポリテクセンター山梨や民間教育機関で同様

な訓練を実施している場合などの状況も十分考慮する必要がありますが、離 

転職者訓練においても、訓練科により定員充足率に差があることから、求人 

ニーズ、求職ニーズに対応した、就職に結びつくような訓練とするための訓練

科の見直しを行う必要があります。 

 

 

参考：アンケート調査の概要 

 

① 高校生（３年生の）進路希望調査 

調査対象：県立高等学校３年生（普通高校４校、総合学科高校２校、工業

高校４校）、回答数：１,９６５人 
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主な回答の傾向 

・ ３割の生徒が生産、電子、情報系の資格取得に興味を持っているが、産業 

技術短期大学校、都留・峡南高等技術専門校を知らない生徒が７割。 

・ 全体の７割が進学を希望し、そのうち６割が４年制大学を、３割が短大、

専門学校を志望。 

・ 進路を決定する条件として、専門、実践的な技能、知識が習得できること

を挙げた生徒が最も多い。 

・ 首都圏地域を進路先として希望する生徒が約６割。 

 

② 技術系人材の育成に係る中学生の意識調査 

調査対象：県内公立中学校１～３年生、回答数：１,１７２人 

 

主な回答の傾向 

・ 全体の９４％が高校進学を希望し、そのうち約８割が普通高校を希望。 

・ 技術者に対するイメージは、良いイメージの意見(５６％)と、悪いイメー

ジの意見(４４％)に分かれた。 

・ 技術者になるとしたらコンピュータープログラマー、設計者の割合が高い。 

・ 将来の進学・就職先の希望地は４３％が県内。 

 

③ 技術系人材の育成に係る中学生の保護者意識調査 

  調査対象：県内公立中学校１～３年生の保護者、回答数：１,０１５人 

 

主な回答の傾向 

・ 全体の９８％が子供の高校進学を希望し、子供に期待する最終学歴は、 

５１％が４年制大学 

・ 子供に就いてもらいたい仕事の上位は、「医療・福祉・奉仕関係」が２５％、

「行政・教育・法律関係」が１６％、「機械・電子・製造関係」が１２％。 

・ 将来の進学・就職先の希望地は４５％が県内。 

 

 

ウ 施設の老朽化 

 

○ 都留高等技術専門校の本館、実習棟、及び峡南高等技術専門校の本館は、  

いずれも建築後４０年前後が経過し、老朽化が進んでいます。 

このため、耐震改修工事などの対応が必要となっています。 
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４ 産業人材育成の視点 

 

（１）産業界が求める技術系人材 

 

 

 

 

 

○ 技術系人材の不足が懸念される中で、ものづくり産業では、確かな技術を身に

つけた即戦力となる技術者の育成が強く求められています。 

 

○ 企業が求める人材は企業毎に異なり、全体として各階層にわたり多種ではあり

ますが、ものづくり産業では一般的に、①製造部門、②製造管理部門、③設計・

開発部門に分類でき、どの部門も企業にとって重要であることから、これらに携

わる人材をニーズに応じて育成していく必要があります。 

このため、職業能力開発の推進に当たっては、個人の能力、意欲、適性などに

応じて技能・知識が修得できるよう役割を果たしていく必要があります。 

 

○ また、技術系人材には、顧客を始めとする様々なオーダーに適切に対応できる

能力も求められています。このため、就職した後にも県立職業能力開発施設など

の教育訓練機関において、新たな技術・技能の修得が可能となる体制づくりも重

要となります。 

 

 

（２）ものづくり教育の重要性 

 

 

 

 

 

 

○ 教育現場における理工系進学者の減少や、ものづくり系職場を敬遠する風潮な

どから、技術立国日本の今後を懸念する声が高くなっています。 

その原因は様々に指摘されているところですが、教育訓練の現場のみならず、

人材育成に携わる全ての機関が、真剣に取り組まなければならない重要な課題と

なっています。 

◎ 小中高生から発達段階に応じて、必要な知識や技能、態度を育むものづ

くり教育を推進することが急務となっています。 

 

◎ 本県のものづくり産業を支える技術者の育成が急務となっています。 
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○ 県では、平成１９年度に、県内各界各層の有識者による「産学官労連携人材確

保・育成推進会議」を設置し、技術系人材を育成するための戦略などについて様々

な観点から議論を行っていますが、今後も、県立職業能力開発施設を含めたあら

ゆる関係機関等が連携し、小中高生から社会人までのあらゆる階層を対象とする

例えば以下のような、ものづくり教育に関する効果的な取り組みを実施していく

ことが重要です。 

 

  ○ 現在、県立職業能力開発施設では、工業系高校との連携策や高校生を対象とし

た講座の開催などの取り組みを実施していますが、若者のニート・フリーター化

の増大が懸念される中で、小中学校のうちから、ものづくりに触れ、継続性のあ

る教育訓練を実施することによって、技術者としての将来の夢を抱き、ものづく

り系産業の発展を支える人材を育成することができるよう、なお一層役割を果た

していく必要があります。 

   

（参考） 生涯を通じたものづくり人材育成の推進事例 

 

・ ・

・

・ ・

・ ・

・

・ ・

・

・ ・

・ ・

・

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・

高等学校

技能五輪等への参加促進

現場マネジメント人材の育成

ものづくり系スペシャリストの育成

工業系高校の機材・教材の高度化

職業訓練校や中小企業等との連
携強化

産業現場の熟練技能者による高
度な能力開発機会の提供

高等学校や中小企業等との連携
強化

産業技術短期大学校
などの

職業能力開発施設

高度技術・経営人材の育成

研究開発人材の育成

各種訓練機会の提供中小企業等

大学・高専等

大学、訓練機関への派遣企業ニーズに対応した能力向上

技能五輪等への参加促進

中小企業等との連携強化

ものづくりの魅力のアピール

職業体験協力先の拡充

インターンシップの質・量の充実

中小企業団体等によるイベント等
の実施

技能五輪等への参加促進

地域産業リーダー育成プログラム
の実施

ものづくり人材育成の
ステージ

ものづくり人材育成の
テーマ

ものづくり人材育成に
向けた取組み

小中学校

ものづくり体験のプログラム開発・
提供

ものづくり高度技能者の育成

小中学校や特別支援学校におけ
る、勤労意識、職業観、社会関係
性の醸成

郷土やまなしに対する認識の向上

高等学校や特別支援学校におけ
る、体験による詳細な職業観の醸
成

工業系高校でのものづくり専門技
術者の育成
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５ 県立職業能力開発施設が育成する技術者像 

 

（１） 高度な技能・知識を有する実践的な技術者 

 

○ 県内企業の製造部門、製造管理部門、設計・開発部門に従事する技術者の育成

機関に対しては、概ね下図のように、高等学校卒業生に対しては製造部門を中心

とした部門を、大学卒業生に対しては設計・開発部門を中心に携わることを求め

る傾向がありますが、県機械電子工業会及び県情報通信業協会会員企業等約 300

社を対象に実施したアンケート調査では、産業技術短期大学校や高等専門学校の

卒業生に対しては、製造部門を管理する職種層の育成が期待されています。 

 

○ このため、産業技術短期大学校において実施している高度な技能・知識を修得

するための専門課程の比重を高めていくとともに、普通課程や短期訓練について

も、時代や産業界のニーズに応じた職業訓練を実施することを検討していく必要

があります。 

 

高校卒業
   産業技術短期
   大学校卒業

高等専門学校卒
業

大学卒業

製 造 部 門

製 造 管 理 部 門

設計・開発部門
 

 

 

（２） 社会適応能力を有する技術者 

 

○ 県機械電子工業会及び県情報通信業協会会員企業等約３００社を対象に実施

したアンケート調査では、採用にあたって重視する事項として、「積極性やチャレ

ンジ精神」、「コミュニケーション力」を多くの企業があげています。 

 

○ 企業の中で、組織人として多様な仕事に従事していく上では、仕事に必要な知

識や資格等の専門的知識とともに、成果を生み出していくために必要な実行力や

積極性、協調性などの社会適応能力を身につけることが求められています。 
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○ また、企業を取り巻く課題を解決し、新たな事業開発などに対応できるよう問

題解決能力を養っていくことも必要となります。 

 

○ このため、企業在職者への職業能力開発支援の強化を図るとともに、企業と連

携したカリキュラム作りやインターンシップの推進など、産業界との活発な交流

を進めながら、職業能力開発を推進する必要があります。 

 

○ さらに、応用課程への進学の支援や、訓練修了後や就職後において、大学等で

社会人教育を受けることの有効性や、その方策について検討していくことも必要

になります。 

 

○ また、労働者の職業の安定と地位の向上を図るためには、人材ニーズの変化に

伴い求められる職業能力の変化に柔軟に対応し、効果的に職業能力の向上を図る

ことが不可欠です。 

 

 

     《 県立職業能力開発施設が育成する技術者像 》 

 

○ 県立職業能力開発施設では、高度な技能・技術の修得と併せて、幅広い知識や

社会適応能力を修得させることにより、熱意と意欲にあふれ問題解決能力を備え

た技術系人材として、企業において生産部門を管理し、中核を担う専門的技術者

となる人材を育成することを目指します。 

 

 

 

 

  

 

 

○高度な技能・知識を有する実践的な技術者の育成 

○社会適応能力を有する技術者の育成 

 

問題解決能力のある人材          熱意と意欲のある人材 

 

 

 

 

 

 

生産部門を管理し、中核を担う専門的技術者 

 



 

 26 

 

６ 在り方ビジョンが目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 産業技術短期大学校で実施している専門課程は、本県産業を支える専門的技術

者を養成・確保するための職業訓練として、県内産業界から高く評価されていま

す。企業からの求人倍率も、過去３年間の平均で５．３６倍と高く、特に、生産

技術科などのものづくり系学科の求人倍率は、８．０９倍と特に高い傾向にあり、

即戦力となる技術者を育成するための、更なる専門課程の拡充・強化を図る必要

があります。 

 

○ 本県のものづくり産業の活性化を図るためには、生産管理を含めた指導者の育

成が重要とされていることから、こうした専門課程の拡充と併せて、新卒者を対

象とした訓練を行う普通課程についても見直しを行うことにより、より専門性の

高い技術系人材の育成を図る必要があります。 

 

○ また、ものづくり系の職業訓練は、普通課程や離転職者対象の短期課程におい

ても実施していますが、民間訓練機関での実施が困難なものや、実施していない

職業訓練もあることから、定員充足率や就職率等の状況も踏まえながら見直しを

行うことにより、ものづくり系の職業訓練の充実を図る必要があります。 

 

○ 関連する他の教育訓練機関である（独）雇用・能力開発機構の在り方について

の動向、県立高等学校の再編に向けた取り組み状況や、地域の活性化に果たす役 

割などを踏まえながら、県立職業能力開発施設の有効活用を図る必要があります。 

 

 

 

◎ 職業能力開発を取り巻く社会経済情勢の変化や、県立職業能力開発施設の 

現状と課題等を踏まえながら、「産業人材育成の視点」と、「県立職業能力開 

発施設が育成する技術者像」に沿った見直しを行い、以下の考え方により定 

めた「基本理念」に基づいて「新たな職業能力開発の推進体制」の方向性を 

明らかにし、計画的な取り組みを推進していきます。 
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○ また、地域ごとの産業集積や特性などを踏まえつつ、ものづくり産業や先端技

術産業などによる地域振興や地域間連携に果たす職業能力開発の役割を十分考慮

しながら、ものづくり関連分野での人材育成を目指すための県立職業能力開発施

設の展開を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ 本県産業の将来を担う専門的技術者を育成するための職業能

力開発を推進します。 

 

①  高度な技能と幅広い知識を有する専門的技術者を養成するための職

業訓練を実施します。 

 

② 若年者の失業率が高い水準にある中で、就職に結びつく確かな技術を

身につけるための職業訓練の充実と、就職後のキャリアアップを可能と

する職業訓練を実施します。 

 

   基 本 理 念 

  

◎ 地域社会や産業界等のニーズに応えられる職業能力開発を推

進します。 

 

① 時代の変化や産業界等のニーズを踏まえた、柔軟で効果的、効率的な

職業訓練を実施します。 

 

② 地域社会や産業界等と連携した、より実践的な技術者を育成するため

の職業訓練を実施します。 
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７ 新たな職業能力開発の推進体制 

 

（１） 専門課程の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

◎ 生産部門を管理し、中核を担う専門的技術者を育成するための専門課

程の拡充や、在職者を対象とした専門短期課程の充実を図るために、

産業技術短期大学校のものづくり系学科である機械システム系学科及

び電子・電気システム系学科について、定員の増員を検討します。 

 

 

◎ 専門課程の機械システム系学科及び電子・電気システム系学科の拡

充に際しては、工業系高校との連続性を重視し、連携を更に強化する

ことにより、より高度な技能や知識をもった専門的技術者の育成を目

指します。 
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（２）普通課程、短期課程の見直し 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎ 普通課程と短期課程の離転職者向けの職業訓練について、定員充 

足率、就職率などを精査し、ポリテクセンター山梨が実施する訓練や

民間教育訓練機関に委託して実施する訓練において、代替となる訓練

が確保されるよう配慮しながら、委託訓練への移行や統廃合について

検討します。 

  

 

◎ 就業支援センターで実施している短期課程の離転職者向けの訓練

のうち、介護福祉関連の訓練については、今後の需要等を勘案しなが

ら、新たな介護制度等に対応しつつ内容の充実に努めます。 

 

◎ 障害者を対象とした訓練については、国からの委託事業などの拡 

充や内容の充実が想定されることから、可能な限りこれに沿った見直

しを行います。 

 

◎ 民間教育訓練機関で実施されている、あるいは、実施が可能な訓練

については、その実施状況や公共職業訓練としての必要性を踏まえな

がら、民間教育訓練機関との役割分担を図ります。 

 

◎ 普通課程と短期課程の離転職者向けの職業訓練については、随時見

直しを行い、可能なものについては前倒しして実施していきます。 

 

◎ 短期課程の在職者訓練については、中小企業の労働者の資質向上を

支援するため、利用者の利便性などを考慮し、各施設で実施できるよ

う努めます。 
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（３）施設整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域社会や産業界等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎ 建築後約４０年が経過し、改修工事が必要な県立職業能力開発施 

設（都留高等技術専門校本館、実習棟及び峡南高等技術専門校本館 

等）について、訓練内容の見直し、訓練機器の更新や耐震改修の必 

要性などを踏まえながら、計画的な施設整備について検討します。 

    

◎ 時代の変化や産業界等のニーズに迅速に対応した高い水準の職業

訓練を実施できるよう、訓練内容に対する満足度の把握のみならず、

訓練科目について様々な要素を客観的に判断し、適切に見直しする

ための訓練評価方法を確立します。 

 

 

◎ 専門的、実践的な技術者の育成を図るため、県立職業能力開発施

設と産業界との交流や、他の高等教育機関等との連携の推進など、

人材育成資源を最大限活用していく体制づくりに努めます。 

 

 

◎ 地域社会や産業界等に開かれた県立職業能力開発施設となるよ

う、指導員の派遣や技術指導、児童生徒を対象としたものづくり講

座の開催、施設・設備の開放や相談コーナーの設置など、専門ノウ

ハウを活かしたサービス、サポート機能の強化を図ります。 
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８ 新たな推進体制づくりに向けた取り組み 

 

（１）具体的な計画づくり 

 

ア 訓練内容 

 

○ 検討結果を踏まえて、学科及び訓練内容の再編計画を策定するとともに、

必要な指導員などを確保するための要員計画を定めます。 

 

イ 施設整備 

 

○ 検討結果を踏まえて、老朽化した県立職業能力開発施設の改修（建て替え）

について、早期に施設整備計画を策定します。 

 

 

（２）職業能力開発計画等への位置づけ 

 

ア 第９次山梨県職業能力開発計画 

 

○ 職業能力開発促進法に基づき、平成２３年度から平成２７年度の５年間を

計画期間として策定する予定であり、在り方ビジョンを反映した内容としま

す。 

 

イ 職業能力開発実施計画 

 

○ 第９次計画に基づく各年度の実施内容を計画するとともに、実施状況の評

価を、次年度の計画に反映していきます。 

 

ウ 地方職業能力開発実施計画 

 

○ 各年度の訓練内容や、導入する訓練用機器など国からの助成に係る事項に

ついて、年度ごとの実施計画を作成します。 

 

 


